
ト 

ｉ
ｎ 

ひ
ょ
う
ご
」
の
開
催
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
県
は
「
青
少
年
愛
護
条
例
」
に
つ
い
て
、「
青
少
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
利
用
に
関
す
る
基
準
づ
く
り
（
第
二
四
条
の
五
）〈
新
設
〉（
平
成
二
十
八
年
四
月
施
行
）」「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
有
害
情
報
等

へ
の
対
応
の
強
化
（
第
二
四
条
の
四
）〈
改
正
〉（
三
十
年
二
月
よ
り
施
行
）」「
児
童
ポ
ル
ノ
自
画
撮
り
勧
誘
行
為
の
禁
止
（
第
二
一

条
の
三
）〈
新
設
〉（
三
十
年
四
月
施
行
）」
な
ど
条
文
の
新
設
・
改
正
を
通
し
て
、
青
少
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
の
健
全
化
を

図
っ
て
き
た
。

第
二
節
　
地
域
で
支
え
合
う
福
祉
の
深
化

一　

被
災
高
齢
者
の
自
立
支
援
に
向
け
て

　
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
に
は
、
兵
庫
県
の
人
口
や
総
生
産
、
有
効
求
人
倍
率
な
ど
の
指
標
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
前
の

水
準
に
ほ
ぼ
回
復
し
た
。
し
か
し
、
被
災
し
た
高
齢
者
の
生
活
再
建
は
困
難
な
状
況
で
あ
り
、
単
身
高
齢
者
の
ひ
き
こ
も
り
、

自
治
会
活
動
等
の
停
滞
な
ど
、「
高
齢
者
の
自
立
支
援
」
は
依
然
と
し
て
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。

　
平
成
十
八
年
二
月
、
震
災
一
〇
年
以
降
も
継
続
し
て
復
興
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
た
め
設
置
さ
れ
た
阪
神
・
淡
路
大
震

災
復
興
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
委
員
会
（
座
長
：
室む

ろ
𥔎さ

き
益よ

し
輝て

る
消
防
研
究
所
理
事
長
）
は
、
こ
れ
ま
で
の
復
興
一
〇
年
の
取
組
を
総
括
検

証
し
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ 

高
齢
者
自
立
支
援
へ
の
提
言
～
平
成
十
八
年
度
の
施
策
展
開
に
向
け
て
～
」

を
取
り
ま
と
め
た
。
こ
の
提
言
書
で
は
、
推
進
施
策
と
し
て
①
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
仕
組
み
づ
く
り
、
②
高
齢
者
の
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元
気
づ
く
り
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
、
提
言
を
踏
ま
え
て
策
定
さ
れ
た
「
高
齢
者
自
立

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
２
０
０
６
」
で
は
、「
高
齢
者
の
〝
安
心
・
元
気
〟
に
つ
な
が
る

自
立
支
援
の
仕
組
み
の
構
築
」
を
目
指
す
こ
と
と
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
提
言
を
受
け
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
復
興
基

金
を
活
用
し
て
、「
高
齢
者
自
立
支
援
ひ
ろ
ば
」
事
業
を
開
始
し
た
。「
高
齢
者
自
立

支
援
ひ
ろ
ば
」
は
、
災
害
復
興
公
営
住
宅
内
に
見
守
り
や
自
立
支
援
の
拠
点
を
設
け
、

社
会
福
祉
法
人
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
が
、
地
域
の
見
守
り
グ
ル
ー
プ
や
自
治
会
と
連
携

し
て
、
常
駐
型
の
見
守
り
と
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
で
あ
る
。
従
来
の

高
齢
世
帯
生
活
援
助
員
（
Ｓ
Ｃ
Ｓ
）
等
に
よ
る
高
齢
者
宅
へ
の
訪
問
に
よ
る
巡
回
型

見
守
り
で
は
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
取
組
が
考
案
さ
れ
た
。
支
援
者

が
常
駐
す
る
「
拠
点
型
」
の
見
守
り
活
動
は
全
国
で
も
初
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
。

ま
た
見
守
り
機
能
に
加
え
、
健
康
づ
く
り
機
能
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
支
援
機
能
、
支
援

者
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
場
と
し
て
の
機
能
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
高
齢

者
は
支
援
を
受
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
も
担
い
手
と
し
て
主
体
的
に
参
画
す
る

こ
と
に
よ
り
、
地
域
・
支
援
者
と
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
「
ひ
ろ
ば
」
と
し
て
の

役
割
も
企
図
さ
れ
て
い
た
。

　
県
は
、
震
災
以
降
、「
高
齢
者
自
立
支
援
ひ
ろ
ば
」
を
は
じ
め
、
高
齢
者
見
守
り
体
制
の
整
備
な
ど
を
積
極
的
に
推
進
し
て

第四編　二一世紀兵庫、災後の時代

480



き
た
が
、
こ
れ
ら
は
来
た
る
べ
き
超
高
齢
社
会
に
お
け
る
地
域
福
祉
に
関
わ
る
全
国
的
な
課
題
に
対
す
る
挑
戦
や
実
験
の
取
組

で
も
あ
っ
た
。
復
興
の
過
程
で
培
っ
た
成
果
を
礎
と
し
て
、
先
導
的
な
取
組
を
被
災
地
域
以
外
に
も
広
げ
、
活
力
あ
る
高
齢
社

会
づ
く
り
へ
向
け
た
全
県
政
策
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
た
。

二　

高
齢
者
を
地
域
で
支
え
合
う
体
制
づ
く
り

地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム

県
の
高
齢
化
率
は
、
平
成
十
八
年
時
点
で
一
九
・
八
％
（
全
国
平
均
二
〇
・
一
％
）
と
な
り
、
特
に
但た

じ
ま馬

・
丹
波
・

淡
路
地
域
で
は
平
均
二
五
％
を
超
え
た
。
平
成
十
二
年
に
介
護
保
険
制
度
が
開
始
し
て
以
降
、
要
支
援
・
介

護
認
定
者
数
や
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
確
実
に
増
加
し
て
お
り
、
長
期
的

な
視
点
に
立
っ
た
高
齢
者
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
求
め
ら
れ
た
。

　
平
成
十
七
年
四
月
に
介
護
保
険
法
が
改
正
さ
れ
、
高
齢
者
を
支
え
る

地
域
の
福
祉
の
中
核
機
関
と
し
て
、「
住
ま
い
」「
医
療
」「
介
護
」「
予

防
」「
生
活
支
援
」
が
切
れ
目
な
く
一
体
と
な
っ
た
「
地
域
包
括
ケ
ア
」

を
支
え
る
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。「
地
域
包
括
ケ
ア
」
と
は
、
医
療
や
介
護
が
必
要
な
状
態
に
な
っ

て
も
、
可
能
な
限
り
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ

自
立
し
た
生
活
を
継
続
で
き
る
よ
う
に
必
要
な
医
療
・
福
祉
等
の
サ
ー

ビ
ス
を
包
括
的
に
確
保
す
る
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

表 59　地域別高齢化の状況

地域
高齢者人口及び比率（平成18年2月1日）
65歳以上 比率 75歳以上 比率

兵庫県 1,105,918� 19.8 490,004� 8.8
神戸地域 304,966� 20.0 132,466� 8.7
阪神南地域 186,987� 18.3 78,044� 7.6
阪神北地域 126,390� 17.7 51,538� 7.2
東播磨地域 124,440� 17.3 51,304� 7.1
北播磨地域 63,686� 21.9 30,507� 10.5
中播磨地域 108,656� 18.8 47,703� 8.2
西播磨地域 64,775� 22.7 31,276� 10.9
但馬地域 53,568� 28.1 28,710� 15.0
丹波地域 30,638� 26.5 16,297� 14.1
淡路地域 41,812� 27.7 22,159� 14.7
� （『厚生統計情報』より作成）
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そ
の
後
、
平
成
二
十
三
年
、
二
十
六
年
、
二
十
九
年
の
三
度
に
わ
た
り
介
護
保
険
法
が
改
正
さ
れ
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
が
推
進
さ
れ
た
（
平
成
二
十
年
に
も
小
改
正
あ
り
）。
こ
う
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
の
考
え
方
は
、
今
日
の
高
齢
者
福
祉
施
策
の

基
本
と
な
っ
て
お
り
、
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
平
成
二
十

九
年
六
月
に
公
布
さ
れ
た「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」で
は
、「
地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進
」
と
し
て
、
自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
に
向
け
た
保
険
者
機
能
の
強
化
等
の
取
組
の
推

進
や
医
療
・
介
護
の
連
携
の
推
進
、
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組
の
推
進
等
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
高
所
得
層
の
負

担
割
合
を
二
割
か
ら
三
割
に
引
上
げ
る
な
ど
介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
の
確
保
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
た
。

地
域
に
お
け
る
見
守
り
体
制

の
確
立
に
向
け
た
県
の
取
組

平
成
十
九
年
三
月
、
県
は
、
少
子
・
高
齢
化
の
進
展
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
等
を
踏
ま

え
た
総
合
的
な
高
齢
者
施
策
の
実
施
計
画
と
し
て
「
ひ
ょ
う
ご
長
寿
社
会
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
た
。

こ
の
プ
ラ
ン
で
は
「
多
世
代
共
生
の
も
と
、
高
齢
者
が
社
会
の
一
員
と
し
て
元
気
に
活
動
し
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
、
多
彩
で

活
力
に
満
ち
た
高
齢
社
会
の
構
築
」
を
基
本
目
標
に
、
取
組
の
四
本
柱
と
一
〇
の
具
体
的
行
動
（
ア
ク
シ
ョ
ン
一
〇
）
が
掲
げ
ら

れ
、
そ
の
具
体
的
行
動
の
一
つ
と
し
て
「
地
域
に
お
け
る
見
守
り
体
制
の
確
立
」
が
挙
げ
ら
れ
た
。

　
そ
の
中
で
は
、
市
町
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
様
々
な
主
体
が
有
機
的
に
連
携
し
て
、

前
述
の
高
齢
者
自
立
支
援
ひ
ろ
ば
設
置
事
業
を
は
じ
め
、
高
齢
世
帯
生
活
援
助
員
（
Ｓ
Ｃ
Ｓ
）
設
置
事
業
や
「
ま
ち
の
保
健
室
」

事
業
な
ど
震
災
を
契
機
に
始
め
ら
れ
た
取
組
や
、
Ｌ
Ｓ
Ａ
（
生
活
援
助
員
）
派
遣
事
業
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
な
ど
幅

広
い
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
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超
高
齢
社
会
に
お
け

る
老
人
福
祉
計
画

県
で
は
、
従
来

か
ら
兵
庫
県
老

人
保
健
福
祉
計
画
を
策
定
し
、
介
護
予

防
の
推
進
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整

備
・
質
的
向
上
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き

た
（
第
三
編
第
六
章
第
一
節
二
の
「
兵
庫

県
老
人
保
健
福
祉
計
画
の
策
定
」
参
照
）。

　
県
内
の
六
十
五
歳
以
上
高
齢
者
の
割

合
が
平
成
二
十
年
二
月
現
在
で
二
一
・

七
％
に
な
る
な
ど
超
高
齢
社
会
に
移
行

し
つ
つ
あ
る
中
、
県
は
、
平
成
二
十
一

年
三
月
に
、
兵
庫
県
老
人
保
健
福
祉
計

画
を
改
定
し
て
、
兵
庫
県
老
人
福
祉
計

画
（
第
四
期
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
）

を
策
定
し
た
。
従
来
は
老
人
保
健
法
に

基
づ
く
「
老
人
保
健
計
画
」
と
一
体
的

に
「
老
人
保
健
福
祉
計
画
」
と
し
て
策

表 60　高齢者の見守り・支援の推進に向けた主な取組

主な取組 事業内容
高齢者の見守り対策の推進 ＬＳＡ派遣事業の実施

被災高齢者自立生活支援事業
ＬＳＡ活動強化事業
認知症等地域資源ネットワークの構築

高齢者が安心して暮らせるしくみ
づくりの推進

高齢者自立支援ひろば設置事業
コミュニティサポート支援事業
夜間・休日「安心ほっとダイヤル」開設事業
ガスメーター等を活用した高齢者見守りシステム普及事業
「まちの保健室」事業の推進
高齢者権利擁護等推進事業
高齢者総合相談センター運営事業
日常生活自立支援事業

地域における高齢者への支援 地域ぐるみ安全対策事業
まちづくり防犯グループ等の連携推進
地域安全まちづくり推進員の設置
高齢者交通事故防止モデル地区の指定
交通安全シルバー元気アップ事業の実施
くらしのクリエーターの設置
消費者地域見守り運動推進事業の実施
高齢者福祉団体等への消費生活情報の発信
くらしの安全・安心サポート体制強化事業
自主防災組織の育成支援

民生委員・児童委員党活動の促進 民生委員・児童委員活動の促進
民生・児童協力委員の設置と活動の促進

（『ひょうご長寿社会プラン』より作成）
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定
し
て
い
た
が
、
同
法
の
改
正
に
伴
い
「
老
人
保
健
計
画
」
が
削
除
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
以
降
「
老
人
福
祉
計
画
」
と
し
て
策

定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
「
地
域
ケ
ア
体
制
の
整
備
」「
療
養
病
床
の
再
編
成
へ
の
対
応
」「
介
護
保
険
制
度
運
営
の
適
正
化
」
の
視
点
か
ら
改
定
が
検

討
さ
れ
、「
高
齢
者
に
や
さ
し
い
地
域
づ
く
り
の
推
進
」「
要
援
護
高
齢
者
を
地
域
全
体
で
支
え
る
体
制
の
整
備
と
介
護
予
防
の

推
進
」「
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
・
保
健
医
療
と
の
連
携
促
進
」
な
ど
を
重
点
目
標
に
、
小
規
模
集
落
で
の
高
齢
社
会
対
策
や

見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
推
し
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
平
成
二
十
四
年
、
二
十
七
年
と
改
定
を
重
ね
、
訪
問
介
護
と

訪
問
看
護
が
密
接
に
連
携
し
な
が
ら
対
応
を
行
う
二
四
時
間
体
制
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
や
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
と
訪
問
看
護
を
組
み
合
わ
せ
た
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
に
取
り
組
ん
だ
。

　
平
成
三
十
年
三
月
の
兵
庫
県
老
人
福
祉
計
画
（
第
七
期
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
）
で
は
、
団
塊
の
世
代
が
全
て
後
期
高
齢
者

と
な
る
〝
二
〇
二
五
年
〟
に
向
け
、
高
齢
者
が
「
自
分
ら
し
い
」
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
の
深
化
・
推
進
に
向
け
て
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。

　
在
宅
サ
ー
ビ
ス
と
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
整
備
の
た
め
、
医
療
・
介
護
の
多
職
種
の
連
携
体
制
の
構
築
や
、

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
等
の
活
用
、
地
域
住
民
の
活
動
と
の
連
携
等
を
通
じ
た
総
合
的
な
「
地
域
づ
く
り
」
の
推
進

が
求
め
ら
れ
た
。

認
知
症

対
策

我
が
国
の
認
知
症
高
齢
者
数
は
、
二
〇
二
五
（
令
和
七
）
年
に
は
約
七
〇
〇
万
人
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
こ
れ

は
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
五
人
に
一
人
が
認
知
症
を
発
症
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

　
平
成
十
七
年
八
月
に
実
施
さ
れ
た
「
長
寿
社
会
に
関
す
る
県
民
意
識
調
査
」
で
は
、老
後
の
不
安
と
し
て
七
一・九
％
が
「
自
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分
が
寝
た
き
り
や
認
知
症
に
な
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
県
民
に
と
っ
て
、
認
知
症
へ
の
不
安
は
、
関
心
の
強
い

項
目
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
県
で
は
、
平
成
十
八
年
度
以
前
か
ら
、
兵
庫
県
老
人
保
健
福
祉
計
画
に
お
い
て
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
質
的
向
上
や
施
設
整
備
の
推
進
な
ど
、
認
知
症
対
策
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
は
、国
に
お
い
て
、「
認
知
症
施
策
推
進
五
か
年
計
画
」（
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
）
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。「
認

知
症
ケ
ア
パ
ス
」（
認
知
症
の
状
況
に
応
じ
て
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
標
準

的
に
決
め
て
お
く
も
の
）
の
作
成
・
普
及
や
早
期
診
断
・
対
応
に
向
け
た
体
制
整
備
、
地
域
で
の
生
活
を
支
え
る
医
療
・
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
構
築
に
取
り
組
む
こ
と
と
さ
れ
た
。
平
成
二
十
七
年
一
月
に
は
、「
認
知
症
施
策
推
進
総
合
戦
略
」（
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
）

が
策
定
さ
れ
、「
認
知
症
の
人
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
で
き
る
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
の
よ
い
環
境
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
」
の
実
現
を
目
指
し
て
、「
認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
普
及
・
啓
発
の
推
進
」
な
ど
に
取

り
組
む
こ
と
と
し
た
。

　
さ
ら
に
、
兵
庫
県
老
人
福
祉
計
画
（
第
七
期
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
）
で
は
「
認
知
症
予
防
・
早
期
発
見
の
推
進
」「
認
知
症

医
療
体
制
の
充
実
」
な
ど
五
本
柱
で
認
知
症
施
策
に
取
り
組
ん
だ
。
具
体
的
に
は
、
市
町
に
お
け
る
認
知
症
予
防
教
室
の
開
催
、

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
の
設
置・運
営
、
認
知
症
地
域
推
進
員
の
配
置
、
認
知
症
介
護
指
導
者
等
養
成
研
修
の
実
施
、
ひ
ょ

う
ご
若
年
性
認
知
症
生
活
支
援
相
談
セ
ン
タ
ー
の
設
置
・
運
営
な
ど
を
推
し
進
め
た
。

第七章　少子高齢社会下の福祉・保健医療の拡充

485



三　

障
害
者
の
総
合
的
な
生
活
支
援

障
害
者
自
立
支
援
法
か
ら

障
害
者
総
合
支
援
法
へ

障
害
者
に
関
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
、
行
政
が
サ
ー
ビ
ス
内
容

を
決
定
す
る
措
置
制
度
に
代
え
て
、
障
害
者
自
ら
が
選
択
し
契
約
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

支
援
費
制
度
が
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
利
用
者
の
急
増
に
伴
う
費
用
増
大
に
よ
り
制
度
の
維
持
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
、
障

害
者
へ
の
支
援
費
の
支
給
決
定
の
際
の
全
国
共
通
の
客
観
的
な
基
準
が
な
か
っ
た
こ
と
、
精
神
障
害
者
が
対
象
外
で
あ
っ
た
こ

と
な
ど
、
不
十
分
な
点
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
平
成
十
八
年
四
月
に
、
障
害
者
自
立
支
援
法
が
施
行
さ
れ
た
。
身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
に
対
応
す
る
一
元
的
な

制
度
を
確
立
し
、
地
域
生
活
へ
の
移
行
や
就
労
支
援
等
へ
の
対
応
を
目
指
し
た
。
一
方
、
原
則
一
割
の
定
率
負
担
が
求
め
ら
れ
、

そ
れ
ま
で
負
担
が
少
な
か
っ
た
障
害
者
に
と
っ
て
は
負
担
が
増
大
し
た
面
も
あ
っ
た
。
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
は
、
相

談
支
援
の
充
実
、
障
害
児
支
援
の
強
化
等
の
ほ
か
、
利
用
者
負
担
の
見
直
し
も
実
施
さ
れ
、
応
能
負
担
を
原
則
と
す
る
ほ
か
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
補
装
具
の
利
用
者
負
担
を
合
算
し
て
負
担
を
軽
減
す
る
等
の
措
置
も
講
じ
ら
れ
た
。

　
平
成
二
十
五
年
四
月
に
は
障
害
者
自
立
支
援
法
は
障
害
者
総
合
支
援
法
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
）
に
改
め
ら
れ
、
障
害
者
の
範
囲
が
見
直
さ
れ
た
。
難
病
患
者
の
一
部
が
追
加
さ
れ
た
ほ
か
、
重
度
訪
問
介

護
の
対
象
者
の
拡
大
、
ケ
ア
ホ
ー
ム
の
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
へ
の
一
元
化
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

障
害
者
の
権
利
擁

護
に
向
け
た
取
組

平
成
十
八
年
十
二
月
に
、
障

害
者
権
利
条
約
が
国
連
総
会

写真 ��185　障害者自
立支援法の成
立を報じる新
聞（朝日新聞�
平 成 17（2005）
年11月1日）
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で
採
択
さ
れ
、「
全
て
の
障
害
者
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
完
全
か
つ
平
等
な
享
有
を
促
進
す
る
こ
と
」
等

が
定
め
ら
れ
た
。

　
我
が
国
で
は
、平
成
二
十
三
年
六
月
に
、「
障
害
者
虐
待
の
防
止
、障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
」（
障

害
者
虐
待
防
止
法
）
が
制
定
さ
れ
た
。
障
害
者
に
対
す
る
虐
待
は
「
障
害
者
の
尊
厳
を
害
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
、

障
害
者
に
対
す
る
虐
待
の
禁
止
、
虐
待
を
受
け
た
障
害
者
の
保
護
・
自
立
の
支
援
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。

　
平
成
二
十
五
年
六
月
に
は
、「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
障
害
者
差
別
解
消
法
）
が
制
定
さ

れ
た
。
同
法
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
」「
合

理
的
配
慮
の
提
供
」
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
。

　
法
整
備
が
進
む
中
、
県
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
に
、
障
害
者
の
施
策
に
関
す
る
実
施
計
画
で
あ
る
「
ひ
ょ
う
ご
障
害
者
福

祉
プ
ラ
ン
」
を
改
定
し
た
。「
自
己
実
現
（
障
害
の
あ
る
人
が
、
自
ら
の
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
、
個
性
豊
か
に
生
き
る
こ
と
が
で
き

る
社
会
の
実
現
）」
と
「
共
生
（
障
害
の
あ
る
人
が
、
地
域
の
一
員
と
し
て
あ
た
り
前
に
暮
ら
し
、
誰
も
が
共
に
支
え
合
う
社
会
の
実
現
）」

を
プ
ラ
ン
の
基
本
理
念
に
置
い
た
。
そ
し
て
、「
親
世
代
が
高
齢
化
す
る
中
で
、
障
害
の
あ
る
人
が
行
き
場
を
な
く
す
こ
と
が

な
い
受
皿
づ
く
り
」「
発
達
障
害
・
高
次
脳
機
能
障
害
な
ど
障
害
の
多
様
化
、
医
療
的
ケ
ア
な
ど
障
害
の
重
度
化
、
当
事
者
の

高
齢
化
に
対
応
で
き
る
支
援
体
制
の
構
築
」「
知
的
障
害
を
伴
わ
な
い
発
達
障
害
の
あ
る
人
・
触
法
障
害
者
・
引
き
こ
も
り
・

一
人
暮
ら
し
の
人
な
ど
支
援
の
手
が
届
き
に
く
い
人
に
対
応
で
き
る
支
援
体
制
の
構
築
」「
個
人
を
取
り
巻
く
環
境
を
変
え
て

い
く
こ
と
を
通
じ
た
生
活
し
や
す
い
社
会
づ
く
り
」
な
ど
、
今
後
五
カ
年
の
方
向
性
を
示
し
た
。

　
平
成
二
十
七
年
三
月
に
は
、「
ひ
ょ
う
ご
障
害
者
福
祉
プ
ラ
ン
」
と
「
兵
庫
県
障
害
福
祉
計
画
」
を
統
合
し
、「
ひ
ょ
う
ご
障
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社
会
参
加
」「
し
ご
と
支
援
」「
く
ら
し
支
援
」「
安
全
安
心
」
の
五
つ
の
取
組
分
野
に
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
め
ざ
す
べ
き

理
想
像
」「
実
現
し
た
い
こ
と
」
を
掲
げ
た
。
例
え
ば
、「
生
活
基
盤
づ
く
り
」
で
は
、「
障
害
の
あ
る
人
が
、
支
援
者
と
と
も

に
自
分
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
で
き
る
環
境
が
整
備
さ
れ
、
充
実
し
た
生
活
基
盤
の
上
で
毎
日
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る

社
会
」
の
構
築
を
目
指
し
て
、「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
人
「
財
」
力
を
強
化
し
、
障
害
の
あ
る
人
が
地
域
で
適
切
な
相

談
が
受
け
ら
れ
る
体
制
の
構
築
」「
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
地
域
で
支
え
、
健
や
か
な
成
長
を
叶
え
る
支
援
基
盤
の
確
保
」
な

ど
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。

発
達
障
害
者

へ
の
支
援

平
成
十
七
年
四
月
よ
り
施
行
さ
れ
た
「
発
達
障
害
者
支
援
法
」
に
よ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
及
び
指
定
都
市

の
長
は
「
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
指
定
し
、
発
達
障
害
者
に
対
す
る
支
援
業
務
を
委
託
で
き
る
、

ま
た
は
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
県
内
に
は
「
ひ
ょ
う
ご
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
ク
ロ
ー
バ
ー
」
と
「
神
戸
市
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
」
が
設
立
さ

れ
た
が
、
発
達
障
害
児
へ
の
支
援
を
更
に
拡
充
す
る
た
め
、
二
十
四
年
に
は
、「
兵
庫
県
立
こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
が

害
者
福
祉
計
画
」
を
策
定
し
た
。
障
害
の
有
無
や
年
齢
・
性
別
等
に
か
か
わ
ら

ず
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に

向
け
て
、
県
民
、
関
係
機
関
、
支
援
団
体
、
行
政
等
が
取
り
組
む
べ
き
総
合
指

針
を
示
し
た
。
計
画
期
間
は
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
三
十
二
（
令
和
二
）
年
度

ま
で
の
六
カ
年
と
し
た
。
意
思
決
定
支
援
の
促
進
、
相
談
支
援
・
権
利
擁
護
の

推
進
な
ど
障
害
者
福
祉
が
直
面
す
る
課
題
を
、「
生
活
基
盤
づ
く
り
」「
教
育
・

写真 186　�ひょうご障害者福
祉計画
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設
立
さ
れ
、
兵
庫
県
社
会
福
祉
事
業
団
が
指
定
管
理
者
と
し
て
運
営
し
て
い
る
。

　
同
セ
ン
タ
ー
は
、
診
断
・
診
療
や
療
育
に
加
え
て
、
セ
ン
タ
ー
へ
の
来
所
が
困
難

で
、
発
達
障
害
の
診
断
・
診
療
を
行
う
医
師
が
少
な
い
地
域
へ
の
定
期
的
相
談
「
出

張
発
達
健
康
相
談
」、市
町
の
療
育
体
制
づ
く
り
へ
の
支
援
で
あ
る「
派
遣
発
達
支
援
」

や
各
市
町
に
対
す
る
研
修
や
情
報
提
供
・
助
言
な
ど
を
展
開
し
て
い
る
。

　
平
成
二
十
八
年
五
月
に
は
、
発
達
障
害
者
支
援
法
が
全
面
改
正
さ
れ
た
。
発
達
障

害
者
支
援
法
の
施
行
か
ら
一
〇
年
が
経
過
し
、
乳
幼
児
期
か
ら
高
齢
期
ま
で
の
切
れ

目
の
な
い
支
援
な
ど
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
よ
り
き
め
細
か
な
支
援
へ
の
対
応

が
盛
り
込
ま
れ
、
発
達
障
害
者
の
支
援
の
一
層
の
充
実
が
図
ら
れ
た
。

四　

地
域
福
祉
体
制
の
拡
充
に
向
け
た
県
の
取
組

　
か
つ
て
の
我
が
国
に
は
、
高
齢
者
へ
の
見
守
り
な
ど
様
々
な
場
面
で
、
地
域
で
お
互
い
に
支
え
合
う
機
能
が
存
在
し
て
い
た
。

し
か
し
、
少
子
・
高
齢
化
や
核
家
族
化
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
機
能
は
希
薄
化
が
進
み
、
そ
の
結
果
、
高
齢
者
の
孤
独
死
や
児

童
虐
待
と
い
っ
た
福
祉
に
係
る
問
題
が
よ
り
顕
著
に
な
っ
た
。
課
題
の
解
決
の
た
め
に
、
国
に
よ
る
画
一
的
な
福
祉
の
提
供
で

は
な
く
、
各
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
福
祉
の
提
供
が
求
め
ら
れ
た
。

　
平
成
十
二
年
六
月
に
、
社
会
福
祉
法
に
お
い
て
、
各
自
治
体
に
お
い
て
地
域
福
祉
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。

本
県
で
は
、
平
成
十
六
年
三
月
に
第
一
期
地
域
福
祉
支
援
計
画
を
策
定
し
、
県
内
市
町
に
対
し
て
、
地
域
福
祉
推
進
の
ガ
イ
ド

写真 187　��兵庫県立こども発達支援センター開
所式
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ラ
イ
ン
を
提
示
し
て
、
地
域
福
祉
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
き
た
（
第
三
編
第
六
章
第
一
節
五
の
「
社
会
福
祉
法
の
制
定
」
参
照
）。

　
平
成
二
十
一
年
四
月
の
第
二
期
兵
庫
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
で
は
「
小
地
域
福
祉
活
動
の
活
性
化
」「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能

の
強
化
」「
地
域
福
祉
資
源
を
開
発
す
る
組
織
・
人
材
づ
く
り
」
な
ど
新
た
な
方
策
を
提
示
し
た
。
続
く
、
平
成
二
十
六
年
三

月
の
第
三
期
地
域
福
祉
支
援
計
画
で
は
、
社
会
的
孤
立
が
深
刻
化
し
て
い
る
地
域
社
会
の
現
状
等
を
踏
ま
え
、「
課
題
に
応
じ

た
対
象
区
域
の
設
定
」「
地
域
福
祉
資
源
を
開
発
す
る
組
織
人
材
づ
く
り
」「
相
談
窓
口
・
解
決
手
段
の
総
合
化
」「
地
域
福
祉

活
動
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
場
づ
く
り
」「
地
域
住
民
を
中
心
と
し
た
小
地
域
福
祉
活
動
の
活
性
化
」
を
重
点
施
策
に
掲
げ
た
。

五　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
づ
く
り
の
推
進

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会

の
推
進
に
向
け
て

県
で
は
、
誰
も
が
暮
ら
し
や
す
く
、
誰
も
が
参
加
で
き
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、

平
成
十
七
年
四
月
の
「
ひ
ょ
う
ご
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
づ
く
り
総
合
指
針
」（
以
下
、
総
合
指
針
）「
兵
庫

県
率
先
行
動
計
画
」
に
基
づ
き
、
施
策
に
取
り
組
ん
で
き
た
（
第
三
編
第
六
章
第
一
節
四
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取

組
」
参
照
）。

　
国
に
お
い
て
も
、平
成
十
八
年
十
二
月
に
「
高
齢
者
、障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー

法
）」
が
施
行
さ
れ
た
。

　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
の
施
行
や
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
な
ど
の
社
会
状
況
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
県
は
、
平
成
二
十
二
年

十
二
月
に
「
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
改
正
し
た
（
平
成
二
十
三
年
七
月
施
行
）。
こ
の
改
正
で
は
、
妊
婦
、
乳
幼
児
を
同

伴
す
る
者
等
に
配
慮
し
た
整
備
基
準
の
追
加
や
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
情
報
の
公
表
の
義
務
づ
け
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。
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ま
た
、
県
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
に
「
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
基
本
方
針
」
を
改
定
し
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
づ
く
り
推
進

地
区
の
整
備
、
公
共
交
通
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
等
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
。
市
町
と
住
民
、
団
体
、
事
業
者
等
が
協
働
し
て
、

道
路
や
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
な
ど
の
「
ハ
ー
ド
整
備
」
や
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
社
会
活
動
へ
の
参
画
な
ど
の
「
ソ
フ

ト
事
業
」
に
取
り
組
む
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
づ
く
り
推
進
地
区
」
を
指
定
し
、
重
点

的
に
支
援
に
取
り
組
ん
だ
。

　
平
成
二
十
三
年
七
月
に
は
、
県
は
「
譲
り
あ
い
感
謝
マ
ー
ク
」
を
制
定
し
た
。
障
害

が
外
見
か
ら
は
分
か
り
に
く
い
内
部
障
害
者
な
ど
へ
の
援
助
を
促
す
仕
組
み
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、平
成
二
十
四
年
四
月
に
は
、兵
庫
ゆ
ず
り
あ
い
駐
車
場
制
度
（
パ
ー
キ
ン
グ
パ
ー

ミ
ッ
ト
制
度
）を
開
始
し
た
。
こ
れ
は
障
害
者
等
用
駐
車
区
画
を
対
象
外
の
者
が
利
用
し
、

本
来
利
用
す
べ
き
者
が
利
用
で
き
な
い
状
況
を
是
正
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
歩
行

が
困
難
な
障
害
者
や
高
齢
者
、
難
病
患
者
、
妊
産
婦
な
ど
を
対
象
と
し
て
利
用
証
を
県

が
交
付
し
、
対
象
者
は
、
車
内
に
利
用
証
を
掲
示
し
て
当
該
区
画
を
利
用
す

る
も
の
で
あ
る
。
公
共
施
設
や
商
業
施
設
な
ど
の
「
兵
庫
ゆ
ず
り
あ
い
駐
車

場
」
の
案
内
標
示
が
あ
る
区
画
を
対
象
と
し
た
。

　
平
成
二
十
六
年
に
は
、
兵
庫
県
社
会
福
祉
事
業
団
が
運
営
す
る
県
立
総
合

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
中
央
病
院
に
小
児
筋
電
義
手
バ
ン
ク
が
設

置
さ
れ
た
。
筋
電
義
手
と
は
、筋
電
（
筋
肉
が
収
縮
す
る
と
き
に
発
生
す
る
電
流
）

図 99　譲りあい感謝マーク
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を
利
用
し
て
物
を
つ
か
む
こ
と
な
ど
が
で
き
る
義
手
で
あ
る
。
同
バ
ン
ク
で
は
、
義
手
の
確
保
・
貸
出
や
国
産
筋
電
義
手
の
開

発
支
援
な
ど
の
事
業
を
推
進
し
て
い
る
。
使
用
者
に
対
し
、
成
長
に
伴
っ
て
使
え
な
く
な
っ
た
小
児
用
筋
電
義
手
の
提
供
を

呼
び
か
け
る
ほ
か
、
筋
電
義
手
の
購
入
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
等
の
た
め
に
必
要
な
寄
附
を
県
民
や
企
業
等
に
広
く
働
き
か
け

て
い
る
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
推

進
に
向
け
た
条
例
整
備

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
構
築
に
取
り
組
む
中
、
総
合
指
針
の
策
定
か
ら
一
三
年
が
経
過
し
、
障
害

者
差
別
解
消
法
等
の
立
法
化
に
呼
応
し
た
体
系
的
な
取
組
や
、
待
機
児
童
問
題
な
ど
女
性
の
社
会

進
出
へ
の
対
応
、
い
わ
ゆ
る
二
〇
二
五
年
問
題
に
向
け
た
介
護
予
防
や
生
活
支
援
体
制
の
整
備
充
実
な
ど
が
必
要
と
な
っ
て
き

た
。
こ
う
し
た
中
で
、
県
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
づ
く
り
を
県
政
推
進
の
基
本
に
置
き
、
県
民
、
事
業
者
、
団
体
及
び
行
政

の
参
画
と
協
働
に
よ
り
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
基
本
理
念
と
対
策
等
を

規
定
し
た
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
平
成
三
十
年
三
月
、県
は
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」

（
以
下
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
づ
く
り
条
例
）
を
公
布
し
、
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
た
。

　
条
例
で
は
、
前
文
に
お
い
て
「
年
齢
、
性
別
、
障
害
の
有
無
、
言
語
、
文
化
等
の
違
い
を
問
わ
ず
、
全
て
の
人
が
包
摂
さ
れ

自
信
と
尊
厳
を
持
っ
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
こ
そ
が
豊
か
な
社
会
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
、

総
合
指
針
の
五
つ
の
基
本
目
標
「
ひ
と
」「
参
加
」「
情
報
」「
ま
ち
」「
も
の
」
を
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
づ
く
り
を
実
現
す
る

五
つ
の
基
本
理
念
と
し
て
定
義
し
、
県
民
の
参
画
と
協
働
に
よ
り
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
ま
た
、

各
主
体
（
県
民
、
事
業
者
・
団
体
、
県
、
市
町
）
の
役
割
や
県
が
実
施
す
る
施
策
の
方
向
性
、
総
合
指
針
を
、
条
例
を
根
拠
と
す

る
実
施
方
針
と
し
て
策
定
す
る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
た
。
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条
例
案
を
上
程
し
た
平
成
三
十
年
二
月
定
例
県
議
会
の
代
表
質
問
に
対
す

る
答
弁
で
、
井い

戸ど

敏と
し

三ぞ
う

知
事
は
「
こ
の
条
例
は
、
総
合
指
針
で
行
っ
て
き
た

総
合
的
な
対
策
を
条
例
の
規
定
と
し
て
制
定
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
し
て

更
な
る
施
策
の
徹
底
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
」「
今
後
と
も
、
県
議
会

と
も
十
分
連
携
し
、
真
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
ま
い
り

ま
す
」
と
決
意
を
述
べ
た
。

　
ま
た
、
同
じ
く
平
成
三
十
年
四
月
に
、「
障
害
者
等
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
の
手
段
の
確
保
に
関

す
る
条
例
（
ひ
ょ
う
ご
・
ス
マ
イ
ル
条
例
）」
を
制
定
し
た
。
情
報
通
信
技
術
の
発
達
に
伴
い
、
多
様
な
情
報
を
容
易
に
取
得
し
・

発
信
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
一
方
で
、
視
覚
・
聴
覚
等
の
障
害
等
に
よ
り
、
必
要
な
情
報
を
円
滑
に
取
得
す
る
こ
と
や
意

思
疎
通
を
図
る
こ
と
に
支
障
を
来
し
て
い
る
人
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
人
々
に
対
し
て
、
生
活
に
お
い
て
不
利
益
が
生
じ
た

り
、
事
故
や
災
害
の
場
面
で
生
命
に
危
険
が
及
ば
な
い
よ
う
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
平
成
三
十
年
十
月
に
は
、
両
条
例
を
踏
ま
え
た
「
ひ
ょ
う
ご
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
づ
く
り
総
合
指
針
」
を
改
定
し
、
目
指
す

べ
き
社
会
を
「
全
て
の
人
が
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
互
い
に
支
え
合
い
、
一
人
ひ
と
り
が
持
て
る
力
を
発
揮
し

て
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
」と
し
た
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
づ
く
り
条
例
に
掲
げ
た
五
つ
の
基
本
理
念「
ひ
と
」「
参
加
」

「
情
報
」「
ま
ち
」「
も
の
」
の
下
、
理
解
促
進
と
そ
れ
に
伴
う
「
思
い
や
る
」「
つ
な
が
り
合
う
」
意
識
の
向
上
や
障
害
者
の
雇

用
促
進
、
手
話
通
訳
・
点
訳
・
外
国
語
通
訳
の
人
材
育
成
な
ど
の
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

写真 189　�ひょうごユニバー
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六　

自
殺
対
策
に
向
け
た
取
組

　
自
殺
の
多
く
は
、
経
済
・
生
活
、
健
康
、
家
庭
な
ど
様
々
な
問
題
と
そ
の
人
の
性
格
傾
向
等
が
複
雑
に
関
係
し
て
引
き
起
こ

さ
れ
る
。
平
成
十
年
、
全
国
年
間
自
殺
者
数
は
、
前
年
の
一
・
三
四
倍
（
三
万
二
八
六
三
人
）
と
急
激
な
増
加
と
な
っ
た
。
バ
ブ

ル
経
済
崩
壊
と
そ
の
後
の
不
況
が
影
響
し
た
と
さ
れ
る
が
、
本
県
に
お
い
て
も
、
前
年
比
一
・
四
七
倍
（
一
四
五
二
人
）
と
な
り
、

そ
の
後
も
一
三
〇
〇
～
一
四
〇
〇
人
前
後
で
推
移
し
た
。

　
自
殺
が
社
会
的
な
問
題
と
な
り
、
平
成
十
八
年
十
月
に
は
自
殺
対
策
基
本
法
が
制
定
さ
れ
た
。
自
殺
総
合
対
策
大
綱
（
平
成

十
九
年
六
月
閣
議
決
定
）
と
合
わ
せ
、
国
を
挙
げ
て
自
殺
対
策
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
県
で
は
、
平
成
二
十
年
三
月
に
兵
庫
県
自
殺
対
策
推
進
方
策
を
策
定
し
た
。
平
成
二
十
八
年
ま
で
に
県
内
の
自
殺
死
亡
者
を

一
〇
〇
〇
人
以
下
と
す
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
、「
県
民
の
自
殺
防
止
に
対
す
る
理
解
の
促
進
」「
こ
こ
ろ
の
健
康
の
保
持
対
策
」

「
自
死
遺
族
支
援
対
策
」
な
ど
を
推
し
進
め
た
。
行
政
、
教
育
、
警
察
、
事
業
主
、
民
間
団
体
等
の
代
表
者
か
ら
成
る
兵
庫
県

自
殺
対
策
連
絡
協
議
会
を
設
置
し
、
推
進
方
策
の
進
捗
状
況
の
把
握
・
検
証
や
自
殺
の
原
因
や
背
景
の
検
討
、
普
及
啓
発
等
の

対
策
に
取
り
組
ん
だ
。
ま
た
、
兵
庫
県
自
殺
対
策
セ
ン
タ
ー
を
設
け
、
自
殺
予
防
に
係
る
情
報
発
信
、
民
間
団
体
の
活
動
支
援
、

自
死
遺
族
ケ
ア
に
関
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成
等
を
行
っ
た
。
平
成
二
十
一
年
五
月
、
知
事
を
本
部
長
と
す
る
兵
庫
県
自
殺

対
策
本
部
を
設
置
し
、
二
十
二
年
四
月
に
は
、
健
康
福
祉
部
障
害
福
祉
課
に
い
の
ち
対
策
室
を
置
い
た
。

　
働
き
盛
り
層
の
男
性
の
自
殺
が
減
少
す
る
一
方
、
若
年
層
で
は
増
加
傾
向
が
見
ら
れ
、
新
た
な
対
策
が
求
め
ら
れ
た
。
県
は
、

平
成
二
十
四
年
十
二
月
、
兵
庫
県
自
殺
対
策
推
進
方
策
を
改
定
し
、「
年
齢
階
層
ご
と
の
課
題
に
応
じ
た
対
策
」
を
展
開
す
る

こ
と
と
し
た
。
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平
成
二
十
八
年
の
県
内
自
殺
死
亡
者
数
は
九
四
二
人
と
な
り
、
目
標
を
達
成
し

た
。
一
〇
〇
〇
人
を
下
回
る
の
は
、
平
成
九
年
以
来
で
あ
り
、
実
に
一
九
年
ぶ
り

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
平
成
二
十
八
年
四
月
、
自
殺
対
策
基
本
法
が
改
正
さ
れ
、
都
道
府
県
自
殺
対
策

計
画
、
市
町
村
自
殺
対
策
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
県
は
、
平
成
二

十
九
年
十
二
月
、
兵
庫
県
自
殺
対
策
推
進
方
策
を
改
定
し
、
兵
庫
県
自
殺
対
策
計

画
と
し
た
。
一
〇
年
間
で
県
内
の
年
間
自
殺
死
亡
者
数
を
六
〇
〇
人
以
下
に
減
少

す
る
こ
と
を
数
値
目
標
に
掲
げ
、
ま
ず
は
五
年
間
で
八
〇
〇
人
以
下
を
目
指
す
こ

と
と
し
た
。

　
「
自
殺
の
な
い
社
会
」
の
実
現
を
目
指
し
て
、
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
教
育
、

労
働
等
、
関
連
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
相
談
体
制
の
さ
ら
な

る
強
化
、
地
域
で
「
気
づ
き
・
つ
な
ぎ
・
見
守
る
」
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り
、
年

齢
や
リ
ス
ク
等
に
応
じ
た
対
策
の
推
進
な
ど
、
よ
り
効
果
的
で
き
め
細
や
か
な
取

組
を
推
し
進
め
て
い
る
。
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